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右
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書
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る
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三
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株
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株
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会
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の
関
係
と
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使
の
交
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に
関
す
る
質
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一 

 



 

 

二 

 
三
菱
商
事
株
式
会
社
と
三
越
金
属
工
業
株
式
会
社
と
の
関
係
と
労
使
の
交
渉
経
過
に
関
す
る
質
問 

主
意
書 

三
越
金
属
工
業
株
式
会
社
（
高
岡
市
吉
久
一
―
四
―
一
、
以
下
「
三
越
」
と
い
う
。
）
と
三
菱
商
事
株
式
会
社
（
東
京

都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
六
―
三
、
以
下
「
三
菱
」
と
い
う
。
）
と
の
関
係
と
、
三
越
の
従
業
員
百
六
十
七
名
で 

 
 

 

組
織
し
て
い
る
労
働
組
合
で
あ
る
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
富
山
地
方
本
部
三
越
金
属
支
部
（
高
岡
市
吉
久
一
― 

 

四
―
一
、
以
下
「
支
部
」
と
い
う
。
）
と
の
間
に
昭
和
四
十
五
年
以
来
の
三
越
再
建
に
内
在
す
る
労
使
の
交
渉
と
紛
争 

 

に
つ
い
て
、
政
府
、
通
商
産
業
大
臣
、
労
働
大
臣
並
び
に
法
務
大
臣
に
質
問
す
る
。 

一 

昭
和
四
十
五
年
以
来
、
三
菱
は
三
越
に
対
し
て
労
務
、
人
事
、
経
理
、
賃
金
決
定
、
販
売
、
原
材
料
、
資
金 

 
 

 
 

ぐ
り
な
ど
す
べ
て
支
配
し
、
ま
た
、
北
陸
金
属
工
業
株
式
会
社
（
三
越
の
分
離
、
富
山
県
砺
波
市
太
田
一
、
八 

 
 

 

九
二
）
へ
三
菱
の
指
示
に
よ
り
、
三
越
代
表
取
締
役
の
派
遣
な
ど
を
行
い
、
事
実
上
、
三
越
は
三
菱
の
一
事
業 



 

四 

三
越
は
富
山
地
方
裁
判
所
に
最
近
、
会
社
更
生
の
申
請
を
行
つ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
申
請
に
当
た 

 
 

つ
て
、
三
菱
が
三
越
に
指
示
し
て
更
生
申
立
て
を
行
わ
せ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

三 

三
菱
・
三
越
と
支
部
と
の
間
に
、
支
部
が
合
理
化
を
の
め
ば
三
菱
は
三
越
の
経
営
と
支
部
組
合
員
の
生
活
と 

 
 

雇
用
を
保
障
す
る
と
言
明
し
た
の
で
、
支
部
は
や
む
な
く
右
提
案
に
応
じ
た
と
聞
い
て
い
る
し
、
ま
た
、
三
菱 

 
 

か
ら
派
遣
さ
れ
た
三
越
の
代
表
取
締
役
が
支
部
並
び
に
組
合
員
に
対
し
、
不
当
労
働
行
為
を
行
い
、
支
部
に
謝 

 
 

罪
文
を
提
出
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
関
係
と
交
渉
経
過
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

右
三
菱
の
三
越
支
配
に
対
し
て
、
三
菱
・
三
越
と
支
部
と
の
間
に
昭
和
四
十
五
年
以
来
、
労
使
の
交
渉
と
紛 

 
 

争
が
続
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
経
過
と
現
状
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
右
期
間
中
に
三
越
と
支
部
並
び
に
従
業
員
と
の
間
に
訴
訟
事
件
が
起
こ
つ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ 

 
 

の
申
請
内
容
、
経
過
、
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

部
門
で
あ
つ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
関
係
、
経
過
と
現
状
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

 



 

 

四 

そ
も
そ
も
、
三
菱
は
経
営
陣
を
派
遣
し
な
が
ら
十
五
億
円
の
赤
字
を
作
り
、
三
越
を
倒
産
に
お
と
し
い
れ
る 

 
 

根
本
的
原
因
を
作
り
な
が
ら
、
そ
の
責
任
を
回
避
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
事
実
関
係
を
明
ら
か
に 

 
 

す
る
と
共
に
、
会
社
更
生
申
請
の
内
容
と
そ
の
後
の
経
過
と
現
状
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

三
菱
・
三
越
は
、
会
社
更
生
申
請
に
よ
つ
て
三
越
の
再
建
と
従
業
員
の
雇
用
と
生
活
が
保
障
さ
れ
る
と
言
明 

 
 

し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
政
府
、
労
働
省
、
通
商
産
業
省
、
法
務
省
、
富
山
県
、
高
岡
市
は
、
い
か
な
る
行
政
指
導
を
行
い
、 

 
 

 
 

 

三
越
の
再
建
と
従
業
員
の
雇
用
安
定
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
努
力
を
さ
れ
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


